
＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

国産飼料の販売拡⼤を図る者が国産飼料の流通拠点を整備するために⾏う飼
料の保管施設、成形・加⼯施設等の整備を⽀援します。

【主な要件】
・ 国産飼料の販売量の増加に必要な施設であること
・ 粗飼料の取扱量が年間15トン以上⼜は
濃厚飼料の取扱量が年間５トン以上の施設であること

［お問い合わせ先］畜産局飼料課（03-6744-2399）

＜対策のポイント＞
国産飼料の流通を促進するため、国産飼料の保管施設や成形・加⼯施設等の整備を⽀援します。

＜事業⽬標＞
飼料⾃給率の向上（25％［平成30年度］→34％［令和12年度まで］）

○ 国産飼料⽣産・利⽤拡⼤緊急対策事業のうち
国産飼料流通拠点整備対策
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【施設整備】
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【令和６年度補正予算額（所要額）13,260百万円の内数】


